
那覇地方裁判所所長殿 

山城博治さんたちの早期釈放を求める 

 

山城博治さんが２０１６年１０月１７日、高江で逮捕されてから、早や７０余日が経ちまし

た。この間、山城博治さんは、接見禁止のままで弁護士以外接見できず、家族にも会えない酷

い扱いを受けています。 

 また、現在勾留されている一人の仲間は、１０月４日に逮捕されより長い勾留を強いられて

います。もう一人は、１月２８日から３０日にかけ、辺野古のキャンプシュワブゲート前にお

いてブロックを積み、威力でもって業務を妨害したとして１１月２９日に逮捕されました。 

 これらの逮捕、及び長期勾留は、明らかに抗議運動の高揚に恐れをなした安倍政権による、

高江・辺野古の運動潰しの弾圧であり、不当なものであることは間違いありません。 

 山城博治さんたちは、連日の長時間に及ぶ不当な取り調べにも屈せず闘い続けていますが、

ここで懸念されるのはその健康状態です。なかでも、山城博治さんは２０１５年に大病を患い、

現在もその影響で厳しい状況下にあります。現に、先日の血液検査で白血球値が最低ラインぎ

りぎりまで下がっていることが判明しています。また、山城博治さんは、末端冷え症で手足が

冷たくなりやすい体質のため、これから寒くなる季節となるので、より健康に悪影響を及ぼし

かねません。 

 これ以上の勾留は、山城博治さんの生命を危険にさらすことになりかねません。誰が見ても、

「罪証隠滅の恐れ」や、「逃亡の恐れ」がないことは明らかであり、よって勾留を続ける法的理

由はありません。これは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。 

 以上、山城博治さんたちの一刻も早い釈放を求めます。 

 

【要求項目】 

一、 高江のオスプレイパッド建設と辺野古の新基地建設に反対する活動に関連して勾留さ

れている山城博治さんたちの保釈または勾留執行停止を強く求めます。 

二、 山城博治さんに対する接見禁止措置は不当であり、直ちに解除するよう求めます。 

 

名 前 住      所 

  

  

  

  

  

 

●呼びかけ 山城博治さんたちの早期釈放を求める会 

●共同代表 山内徳信、崎原盛秀、伊波義安、仲宗根勇、新川秀清、東門美津子 

●連絡先  〒904－2245 沖縄県うるま市赤道 17－5 照屋大河事務所気付 

       FAX 098－974－7349  TEL 090－6864－6628（照屋） 

       メール t-taiga@gaea.ocn.ne.jp 

※最終締め切り 1月 15日（日）《1月 17日に、保釈請求する際に、本署名用紙を添付資料 

として裁判所に提出します。》  
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